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１－⑼	【練馬区民の方向け】練馬区外保育園等の利用申込み

❶ 練馬区民の方が、区外の保育園等を申し込む場合

転出予定あり 転出予定なし

受付先 希望園のある自治体の保育園入園担当窓口 練馬区保育課入園相談係

申込締切日 希望園のある自治体の申込締切日 希望園のある自治体の申込締切日の 7日前

必要書類 希望園のある自治体の申請書類一式
・	 希望園のある自治体の申請書類一式
・	『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利

用申込書』①～⑤

利用調整を
実施する自治体 希望園のある自治体

転出後の手続き

入園の可否に関わらず、転出後に転出先の自
治体で改めて申込みを行う必要があります。
詳しくは転出先の自治体へお問い合わせくだ
さい。

その他注意事項

○	転出先自治体以外の保育園を申し込む場合は、練馬区へ必要書類をご提出ください。
○	児童の年齢等により受入れを制限している場合がありますので、必ず申込み前に希望園の

ある自治体にご確認ください。
○	練馬区のオンライン申請はご利用になれません。

❷ 練馬区内の保育園等に申込み中・内定中・在園中の方が、区外へ転出する場合

○	練馬区内の保育園等に通園中で、転出後も引き続き同じ保育園等に継続して通園を希望する場合は、練馬区から

転出する前に『退園（継続通園）届』を練馬区保育課へご提出ください。また、転出後は転出先の自治体にて、速

やかに継続通園の手続きをしてください。手続きがない場合、継続して通園できません。

○	練馬区内の保育園等を申込み中で練馬区外へ転出された場合、練馬区内の保育園等の申込みは取下げとなります。

転出前に『保育園等利用申込取下げ書』のご提出をお願いいたします（P.30～ 31参照）。

○	練馬区外へ転出後は、練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。転出先の自治体へお問い合わせく

ださい。

○	練馬区内の保育園等に内定中で入園月よりも前に練馬区外へ転出された場合、退園になる可能性があります。ま

た、再度練馬区内園の保育園等を希望する場合、改めて申込みが必要になります（P.23参照）。

○	練馬区内の保育園等に内定中または在園中で、入園月 2日以降に転出された場合、『退園（継続通園）届』を保育

課へご提出ください。詳細は、保育課保育認定係までお問い合わせください。


